
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
及
び
工
事
担
任
者
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
試
験
を
免
除
す
る
場
合
の
手
数
料
）

（
試
験
を
免
除
す
る
場
合
の
手
数
料
）

第
十
六
条
の
二

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
別
表
第
三
の
二
の
項
の
総
務
省

令
で
定
め
る
額
は
、
試
験
科
目
の
全
部
に
つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
四
、七
〇
〇
円
と
し
、

試
験
科
目
の
う
ち
の
一
部
の
科
目
に
つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
九
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
別
表
第
二
の
二
の
項
の
総
務
省

令
で
定
め
る
額
は
、
試
験
科
目
の
全
部
に
つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
四
、七
〇
〇
円
と
し
、

試
験
科
目
の
う
ち
の
一
部
の
科
目
に
つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
九
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。

（
工
事
担
任
者
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

工
事
担
任
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
手
数
料
）

（
手
数
料
）

第
十
四
条
の
二

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
別
表
第
三
の
三
の
項
の
総
務
省

令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
資
格
者
証
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
別
表
第
二
の
三
の
項
の
総
務
省

令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
資
格
者
証
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
、
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
及
び
総
合
通
信

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

試
験
科
目
の
全
部
に
つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る
場
合

九
、
四
〇
〇
円

ロ

イ
に
該
当
し
な
い
場
合

一
四
、
六
〇
〇
円

二

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
及
び
第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額

イ

試
験
科
目
の
全
部
に
つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る
場
合

六
、
三
〇
〇
円

ロ

イ
に
該
当
し
な
い
場
合

九
、
八
〇
〇
円

イ

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
、
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
及
び
総
合
通
信

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

試
験
科
目
の
全
部
に
つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る
場
合

九
、
四
〇
〇
円

に
該
当
し
な
い
場
合

一
四
、
六
〇
〇
円

ロ

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
及
び
第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額

試
験
科
目
の
全
部
に
つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る
場
合

六
、
三
〇
〇
円

に
該
当
し
な
い
場
合

九
、
八
〇
〇
円

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）

１
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準

１
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準


飼
料
一
般
の
成
分
規
格


飼
料
一
般
の
成
分
規
格

ア
～
ニ
（
略
）

ア
～
ニ
（
略
）

ヌ
ア
セ
チ
ル
シ
ス
テ
イ
ン
の
飼
料
（
飼
料
を
製
造
す
る
た
め
の
原
料
又
は
材
料
を
除
く
。）中
の
含
有
量









































は
、
ア
セ
チ
ル
シ
ス
テ
イ
ン
と
し
て
00014％

以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

































（
新
設
）


飼
料
一
般
の
製
造
の
方
法
の
基
準


飼
料
一
般
の
製
造
の
方
法
の
基
準

ア
～
フ
（
略
）

ア
～
フ
（
略
）

ヘ
ア
セ
チ
ル
シ
ス
テ
イ
ン
は
、
鶏
（
ブ
ロ
イ
ラ
ー
を
除
く
。）を
対
象
と
す
る
飼
料
（
飼
料
を
製
造
す
る









































た
め
の
原
料
又
は
材
料
を
含
む
。）以
外
の
飼
料
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
。































（
新
設
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
四
十
二
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
六
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和


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